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 この「工事請負契約条件」（以下「契約条件」という。）は、大崎クールジェン株式会社（以

下「甲」という。）と工事請負者（以下「乙」という。）との間で小規模補修工事にかかる工

事請負契約を締結するにあたって、双方が遵守すべき一般的な契約条件を定めたものであ

る。 

 

（総 則） 

第１条 甲及び乙は、甲の発注する工事（以下「工事」という。）について、契約条件の定

めるところにより工事請負契約（以下「契約」という。）を締結し、日本国の法令を遵守の

うえ、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

２．乙は、次の各号に規定する事項に従い、契約期間内に工事を完成するものとし、甲は、

これに対し請負代金を支払うものとする。 

（1）甲が発行する注文書または甲及び乙が共同して作成する契約書 

（2）契約条件 

（3）甲の定める仕様書、設計図書、その他工事関係書類（以下「仕様書」という。） 

（4）前 3 号のほか甲の指示 

３．仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以下「施工方法

等」という。）については、甲が発行する注文書または契約書、契約条件及び仕様書に特別

な定めがある場合を除き、乙がその責において定める。 

 

（機密情報等の適切管理） 

第２条 甲及び乙は、契約の締結または契約の履行において相手方から得られた、機密であ

る旨を示された情報（以下「機密情報」という。）、及び個人情報（以下あわせて「機密情報

等」という。）を適切に管理し、機密情報等の漏えい、消失、破壊、改ざん、または電子情

報に対する不正アクセス（以下「漏えい事故」という。）が生じないよう万全の対策を講じ

るとともに、自らの従業員ならびに下請負人に対する必要かつ適切な監督を行うものとす

る。 

２．前項に定める機密情報等は、書面、口頭、電子記録媒体その他形態を問わない。 

３．甲及び乙は、契約の履行のために必要な範囲においてのみ機密情報等を取り扱うこと 

ができるものとし、この限度を超えて機密情報等を取り扱ってはならない。また、甲及び乙

は、相手方の事前の書面による承諾を受けることなく、機密情報等を第三者に提供・開示し

てはならない。ただし、機密情報については、次の各号の一に該当するとき、個人情報につ

いては第３号又は第５号に該当するときは、この限りでない。 

（1）開示時点ですでに公知となっているもの 

（2）自らの責に帰することなく公知となったもの 

（3）下請負人の契約履行に必要とするもの 

（4）開示時点で正当な権利に基づいて取得していたもの 

（5）法令に基づき報告、説明、資料提出等の情報開示を求められたもの 

４．前項の規定に従い、甲または乙が第三者に機密情報等を開示した場合において、甲また

は乙は、当該情報に関し自らが負うべき同一の義務を当該第三者に負わせるとともに、当該
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第三者が当該第三者の責に帰すべき事由により漏えい事故を発生させたときは、自らが直

接その責を負うものとする。 

５．甲及び乙は、契約の履行にあたって使用する従業員及び下請負人以外の者に、機密情報

等を取り扱わせてはならない。機密情報等を取り扱う従業員及び下請負人に対し、その在職

中及び退職後においても、機密情報等を秘密に保持するよう義務づけるものとする。 

６．甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなしに、機密情報等を複写、複

製してはならない。ただし、契約の履行上必要最小限の範囲で行う複写、複製についてはこ

の限りでない。 

７．甲及び乙は、必要がある場合機密情報等の取り扱いに関する責任者を選任し、相手方に

その者の氏名、所属等を書面により通知するものとする。 

８．甲及び乙は、相手方の顧客・従業員等からその保有する個人情報の開示、訂正、削除、

追加、利用停止または消去等の請求があった場合に、迅速かつ適切な対応が図れるよう必要

な体制を整備しておくものとする。 

９．甲及び乙は、契約の履行にあたって使用する従業員ならびに下請負人に対して、次の各

号の情報漏えい事故防止対策を行うものとする。 

（1）機密情報等の無許可持ち出しの禁止 

（2）個人が所有する資産での機密情報等の取り扱い禁止 

（3）自ら及びその従業員ならびに下請負人が管理する資産のファイル交換ソフトの使用禁

止 

（4）自ら及びその従業員ならびに下請負人が管理する資産のコンピュータウィルス感染防

止 

１０．甲及び乙は、必要により機密情報等の管理に関する教育・周知を機密情報等を取り扱

う者に対し行うものとする。 

１１．甲及び乙は、相手方から機密情報等の取り扱いについて、特別に指示・指導または改

善の請求があった場合には、自らの責任において、これに応じるものとする。 

１２．甲及び乙は、甲乙双方が合意し必要と認めた場合、機密情報等の取扱いに関する責任

者を選任するものとし、別途秘密保持契約を締結し、機密情報等の詳細な取扱いを定めるも

のとする。 

１３．甲及び乙は、相手方に事前に通知のうえ、相手方の事業所または相手方の下請負人の

事業所に立入り、相手方または相手方の下請負人における機密情報等の管理状況を調査す

ることができるものとする。 

１４．甲又は乙において漏えい事故が発生したときは、漏えい事故の発生原因の如何にかか

わらず、甲または乙は直ちにその旨を相手方に報告し、相手方の指示に従って直ちに応急措

置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後直ちに漏えい事故及び応急措置の報告な

らびに漏えい事故再発防止策を書面により相手方に提示しなければならない。 

１５．甲及び乙は、漏えい事故が自らの責に帰すべき事由による場合は、前項のほか、漏え

い事故の拡大防止や収拾のために必要な措置について、相手方の別途の指示に従うものと

する。 

１６．漏えい事故が甲または乙の責に帰すべき事由による場合において、相手方が相手方の
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顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、相手方は甲または乙に対し、その解

決のために要した費用（損害賠償金を含むがこれに限定されない。）を合理的な範囲で求償

することができるものとする。なお、当該求償権の行使は、相手方の甲または乙に対する損

害賠償請求権の行使を妨げるものではない。 

１７．甲及び乙は、機密情報等について、次の各号に該当する場合は、直ちにその複製物も

含めて相手方に返却するものとする。ただし、電子媒体を介さない電子情報または甲の指示

により個人情報を廃棄する場合は、当該情報が判別できないよう必要な措置を施したうえ

で廃棄するものとする。 

（1）契約にもとづく使用目的が終了した場合 

（2）第３２条の規定により工事が中止・打切りされた場合 

（3）第４０条の規定により契約が解除された場合 

（4）相手方からその返却を求められた場合 

１８．第１項から第６項、第１３項から第１６項は、契約の終了または解除にかかわらず効

力を有するものとする。 

 

（契約の締結） 

第３条 契約は原則として、甲が注文書を発行し、乙が注文請書を提出することにより締結

する。 

２．甲は、必要と認められる場合は、乙に対し書面により着工の依頼をすることができる。

この場合は、契約条件の該当する条項を準用する。 

３．第１項の注文請書にかかる印紙税は、乙が負担するものとし、注文書及び注文請書に代

えて契約書を作成した場合は、これに必要な印紙税は、甲及び乙が折半して負担するものと

する。 

 

（契約単価） 

第４条 本件に係る契約単価（労務単価及び諸経費）は、注文書添付の単価内訳書のとおり

とする。 

 

（契約期間と作業期間） 

第５条 本契約の期間は、注文書記載のとおりとする。 

２ 甲は、乙が施行すべき工事内容及び作業期間を、作業指示書によりその都度請負人に指

示するものとする（甲が作業指示書によりその都度指示する作業を、以下「各々の作業等」

という。）。 

３ 乙は正当な理由なくして甲の指示する工事の引受を拒むことはできない。 

４ 甲は、甲の都合により第２項の各々の作業等の期間を変更することができる。 

５ 前項により乙に重大な損害があったと甲が認めた場合は、その損害の賠償について甲

乙協議のうえ決定する。 
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（仕様書の解釈等） 

第６条 仕様書の記載事項に疑義が生じた場合または仕様書に記載のない事項については、

甲・乙協議して解決するものとする。 

 

（工事用地等の確保等） 

第７条 甲は、工事施工用地その他仕様書に定められた施工上直接必要な用地（以下「工事

用地等」という。）を乙が施工上必要とする日（仕様書に特別の定めがある場合は、定めら

れた日）までに確保しなければならない。 

２．乙は、着工前に工事用地等の境界その他について、甲に指示を受けなければならない。 

３．乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

４．工事の完了、仕様書の変更等によって工事用地等が不用になった場合において、当該工

事用地等に乙が所有するまたは管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下

請負人の所有または管理するこれらの物件を含む・以下本条において同じ。）があるときは、

乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡

さなければならない。 

５．前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、また

は工事用地等の修復・取り片づけを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、

工事用地等の修復・取り片づけを行うことができる。この場合において、乙は、甲の処分ま

たは修復・取り片づけについて、異議を申し出ることができず、また甲の処分または修復・

取り片づけに要した費用を負担しなければならない。 

６．第４項に規定する乙のとるべき措置の期限・方法については、甲が乙の意見を聴いて定

める。 

 

（乙の用地確保） 

第８条 乙は工事用地等以外で必要とする用地を乙の責任において、確保しなければなら

ない。 

２．乙の確保すべき用地が、乙の責に帰する用地交渉の渋滞または補償未済などにより、次

の各号の一に該当する場合は、甲・乙協議のうえ、甲が乙の負担において、直接その解決に

あたることができる。 

（1）工事の施工上支障をきたした場合、またはそのおそれがある場合 

（2）工事目的物の引渡後において、甲に迷惑を及ぼすおそれがある場合 

 

（関連工事の調整） 

第９条 甲は、乙の施工する工事と甲の発注に係る第三者の施工する工事が密接に関連す

る場合は、必要に応じ、その施工について調整を行うものとする。この場合、乙は、甲の調

整に従い、第三者が行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 

 

（諸法規等の遵守） 

第１０条 乙は、工事の施工にあたっては、工事の施工に関する関係諸法規及び仕様書等そ
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の他甲の定める諸規則を遵守するとともに、官公署等に対して、必要な許可の申請及び諸願

届等一切の手続を行わなければならない。ただし、法令等の規定により甲が自ら 

手続すべきものについては、この限りでない。 

 

（安全の確保） 

第１１条 乙は、工事の施工にあたっては、安全に関する諸法規及び仕様書等その他甲の定

める諸規則を遵守し、常に安全作業に努め、労働災害及び施設事故の絶無を期するとともに、

一般公衆の安全確保にも留意しなければならない。 

２．乙は、万一災害事故が発生した場合は、仕様書の定めるところにより、甲に報告しなけ

ればならない。 

 

（環境保全等） 

第１２条 乙は、工事の施工にあたっては、環境保全に関する諸法規及び甲の指示する事項

を遵守し、騒音・振動・塵埃等の発生による環境に対する悪影響の防除に努め、一般公衆に

対し一切の迷惑をかけないよう万全の措置を講じなければならない。 

２．乙は、工事の施工によって生じた廃棄物については、廃棄物処理に関する諸法規及び甲

の指示する事項を遵守し、適切な処理をしなければならない。 

 

（権利義務の譲渡の禁止） 

第１３条 甲及び乙は、契約により生ずる権利または義務の全部もしくは一部を、第三者に

譲渡しまたは他の権利の目的としてはならない。ただし、あらかじめ、書面により相手方の

承諾を得た場合は、この限りでない。 

２．乙は、工事目的物及び第２２条第１項の規定により検査に合格した工事材料（製造工場

などにある製品を含む。以下同じ。）を第三者に譲渡・貸与し、または抵当権その他の担保

の目的としてはならない。ただし、あらかじめ、書面により甲の承諾を得た場合は、この限

りでない。 

 

（一括委任または一括下請の禁止） 

第１４条 乙は、工事の全部及びその主たる部分または他の部分から独立してその機能を

発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、または請け負わせてはならない。ただし、

あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 

２．前項但し書により甲の承諾を得た場合でも、乙は、当該第三者の行為について、甲に対

して一切の責を負わなければならない。 

 

（下請負人の通知等） 

第１５条 甲は、乙に対して、必要に応じ下請負人の商号または名称その他必要な事項の通

知を請求することができる。 

２．甲は、乙の下請負人について、不適当と認められる者がある場合は、乙に対しその理由

を明示して、必要な措置を講じることを請求することができる。 
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（知的財産権等） 

第１６条 乙は、契約の履行にあたって、特許権・実用新案権・意匠権・商標権その他日本

国の法令に基づき保護される第三者の権利（以下「知的財産権等」という。）を侵害しない

ように注意するとともに、万一紛争が生じた場合は、乙の責任と負担において解決しなけれ

ばならない。 

２．乙は、知的財産権等の所有者もしくは実施権者またはその代理人が、甲に対して提起し

た訴訟等の手続について、甲の支出した費用及び賠償金を負担するものとし、その額等につ

いては別途甲・乙協議する。 

３．前各項において、甲が工事材料・施工方法等を指定した場合に、仕様書等に知的財産権

の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその

使用に関して要した費用を負担しなければならない。 

 

（概算見積書の提出） 

第１７条 乙は、各々の作業等に着手する場合、速やかに甲に概算見積書を提出しなければ

ならない。 

 

（甲の工事立会者等） 

第１８条 甲は、工事の施工にあたっては、工事立会者等を選任し、乙に通知しなければな

らない。 

２．前項の工事立会者等は、契約条件及び仕様書の定めるところにより施工管理を行うもの

とする。 

 

（乙の現場代理人及び工事関係者） 

第１９条 乙は、現場代理人及び工事現場における工事施行の技術上の管理をつかさどる

主任技術者又は監理技術者を定め、甲の承認をうけるものとする。また、変更する場合も同

様とする。 

２．前項の現場代理人と主任技術者又は監理技術者とは、これを兼ねることができる。 

３．現場代理人は、工事現場に常駐し、乙を代表して工事の監督を行うほか、請負代金の変

更、請求・受領、第２０条第１項の請求の受理及び同条第２項の決定・通知、契約期間の変

更及び契約の解除に係る権限を除き、契約に基づく乙の一切の権限を行使することができ

る。 

４．乙は、前各項にかかわらず、自己の有する権限のうち、現場代理人に委任せず自ら行使

しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならな

い。 

５．乙は、工事の施工上必要な技術要員、事務要員及び作業員（以下「工事関係者」という。）

を適正に配置しなければならない。 

 

（工事関係者等に関する措置請求） 

第２０条 甲は、現場代理人その他乙が工事施工のために使用している工事関係者で、工事
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の施工または管理について不適当と認められる者があるときは、乙に対して、その理由を明

示して、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

２．乙は、前項の請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を速

やかに甲に通知しなければならない。 

３．乙は、甲の工事立会者等がその職務の施行につき不適当と認められるときは、甲に対し

て、その理由を明示して必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

４．甲は、前項の請求があったときは、当該請求の係る事項について決定し、その結果を速

やかに乙に通知しなければならない。 

 

（社給品及び貸与品） 

第２１条 甲が乙に無償で支給する工事材料（以下「社給品」という。）及び無償で貸与す

る建設機械器具等（以下「貸与品」という。）の品名、規格、数量及び引渡場所等は、仕様

書に定めるところによる。 

２．甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、社給品・貸与品の品名、規格、

数量及び引渡場所等を甲・乙協議のうえ変更することができる。 

３．乙は、甲から社給品の引渡しを受けた場合は、原則として、これと同一品目のものを工

事現場に搬入してはならない。また、社給品ならびに貸与品は、他の工事へ転用してはなら

ない。 

４．乙は、社給品・貸与品の引渡しを受けた後、当該社給品・貸与品に隠れたる瑕疵があり、

使用に適当でないと認めたときは、その旨を速やかに甲に通知しなければならない。 

５．甲は、乙から前項の通知を受けた場合、次のいずれかの措置をとらなければならない。 

（1）当該社給品・貸与品に代えて他の社給品を・貸与品を引き渡す。 

（2）理由を明示したうえで当該社給品・貸与品の使用を乙に請求する。 

６．甲は、第２項及び前項の場合において、甲・乙協議のうえ契約期間及び請負代金を変更

することができる。また、乙に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を賠償するものとし、

その額については、甲・乙協議して決定する。 

７．乙は、工事の完了、工事内容の変更等により社給品・貸与品が不要となった場合は、速

やかに甲に返還しなければならない。 

８．乙は、社給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、故意または

過失により社給品・貸与品を破損・滅失し、もしくは品質を低下させ、またはその返還が不

可能になったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、もしくは原状に復して返還し、ま

たは返還に代えて損害を賠償しなければならない。 

 

（工事材料） 

第２２条 乙は、仕様書において甲の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料

については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査

に直接要する費用は、乙の負担とする。ただし、甲が、仕様書に別段の定めのない検査が必

要と認められる場合に、これを行うとき、当該検査に要する費用は、甲の負担とする。 

２．乙は、前項の検査に合格した工事材料を甲の承認を受けないで、工事現場外に搬出また
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は他に流用してはならない。 

３．乙は、第１項の検査に不合格となった工事材料を速やかに工事現場外に搬出しなければ

ならない。 

 

（工事用電力及び工事用水） 

第２３条 乙が工事に使用する電力及び水の支給範囲、取扱い等については、仕様書及び甲

の指示するところによる。 

 

（仕様書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等） 

第２４条 乙は、工事の施工部分が仕様書に適合しない場合において、甲がその改造を請求

したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示

によるとき、その他甲の責に帰すべき理由によるときは、甲は、必要があると認められると

きは作業期間もしくは請負代金を変更し、または乙に損害を及ぼしたときは、甲がその損害

を賠償するものとし、その額については、甲・乙協議して決定する。 

２．甲は、乙が第２２条第１項に違反した場合において、必要があると認められるときは、

その理由を乙に通知して、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 

３．前項に規定するほか、甲は、工事の施工部分が仕様書に適合しないと認められる相当の

理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、

工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 

４．前２項において、検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。 

 

（官庁検査） 

第２５条 乙は、甲が法令等に基づく工事目的物の検査（以下「官庁検査」という。）を受

ける場合は、これに協力しなければならない。 

 

（工事目的物の検査及び引渡し） 

第２６条 乙は、各々の作業等が完了した場合は、速やかに検査申請書（兼）合格・引取証

明書を甲に提出し、甲の検査を受けなければならない。この場合において、甲は、必要があ

ると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査する

ことができる。 

２．前項の破壊検査及び復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。 

３．乙は、甲の検査に合格したとき、工事目的物を甲に引渡すものとし、作業完了報告書を

甲に提出するものとする。ただし、官庁検査を要するものについては、甲の検査及び官庁検

査に合格したとき、引渡すものとする。 

４．甲の検査または官庁検査に合格しない場合、乙は、甲の定めた期間内に修補し、改めて

当該検査を受けなければならない。この場合、これに要する費用はすべて乙の負担とする。 

５．乙は、前項により甲の定めた期間内に修補を完了し、当該検査に合格しても、引渡しの

時期が作業期間を超えた場合は、第３２条の責を免れることができない。 
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（検査の立会） 

第２７条 甲は、仕様書に基づき、検査を行う。 

２．乙は、前項の検査に立会するとともに、必要に応じて甲を助勢するものとする。乙が立

会しない場合、乙は、甲が行う検査の方法及び結果について、異議を申し立てることはでき

ない。 

３．乙が第１項の検査に立会するために要する費用は、乙が負担するものとする。 

 

（仮設備等の整理） 

第２８条 乙は、工事に使用した仮設備及び工事残材料を甲の承認を得て、契約期間内に逐

次撤去しなければならない。ただし、検査時または官庁検査時に仮設備を残置しておく必要

がある場合は、乙は、甲が別途指定する期日までに当該仮設備を撤去するものとする。 

２．乙は、工事に使用した甲の用地を契約期間内に甲の指示に従い、整備しなければならな

い。 

３．乙が前各項の処置を行わない場合、甲は、乙の負担においてこれを行うことができる。 

 

（所有権の帰属） 

第２９条 工事目的物の所有権は、工事の進捗に従い、その程度において甲に帰属するもの

とする。 

２．前項の場合、乙は、工事目的物の引渡しを行うまでは、善良なる管理者の注意をもって

これを管理するものとする。なお、これに要する保全の費用は乙の負担とする。 

 

（工事目的物の引渡し前の使用） 

第３０条 甲は、工事目的物引渡し前において、乙の承諾を得て、工事目的物の既成部分の

全部または一部を使用し、もしくはこれに設備を付加することができる。この場合、甲は、

その使用部分について善良な管理者の注意をもって管理するとともに、乙に損害を及ぼし

た場合は、甲がその損害を賠償するものとし、その額については、甲・乙協議して決定する。 

 

（工程及び工期の遅延に対する措置） 

第３１条 乙は、甲が承認した工程に遅延するおそれがある場合は、直ちに甲に通知し、甲

の指示に従って施工方法の変更、工事関係者の増加、建設機械器具の増設等、遅延防止に必

要な措置を講じなければならない。 

２．前項の遅延により作業期間を超えるおそれがある場合は、直ちに遅延理由及び完了予定

日を記載した遅延理由書を甲に提出し、その指示を受けなければならない。 

３．前項の措置に要した費用は乙の負担とする。ただし、天災地変その他不可抗力による場

合は、その負担について甲・乙協議する。 

 

（工事遅延に対する違約金） 

第３２条 甲は、乙が自らの責に帰すべき理由により、作業期間内に工事を完了することが

できない場合は、違約金として、完了予定日から起算して、遅延日数１日につき請負代金（消
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費税及び地方消費税相当額を含む。）の１，０００分の１に相当する金額を乙に請求するこ

とができる。 

２．前項の遅延により、甲が受けた損害額が前項の違約金の額を超える場合、乙がその損害

を賠償するものとし、その額については、甲・乙協議して決定する。 

 

（臨機の措置） 

第３３条 乙は、災害防止上または施工上必要がある場合は、臨機の措置を講じなければな

らない。この場合、乙は、あらかじめ甲と協議するものとする。ただし、緊急やむを得ない

場合は、甲との事前協議を要しない。 

２．前項但し書の場合、乙は、その講じた措置を速やかに甲に報告しなければならない。 

３．甲が災害防止上または施工上必要と認め、乙に対し臨機の措置を求めた場合、乙はこれ

に応じなければならない。 

４．前各項の措置に要した費用は、乙の負担とする。ただし、天災地変その他不可抗力によ

る場合は、その負担について甲・乙協議する。 

 

（工事の中止） 

第３４条 甲は、地質の状況、監督官庁の命令、法律の変更、その他甲の都合により、工事

の一部もしくは全部の中止、または打切りを行うことができる。 

 

２．甲は、乙に通知して、第１項により中止された工事を再開させることができる。 

３．第１項により乙が損害を受けた場合、甲がその損害を賠償するものとし、その額につい

ては、甲・乙協議して決定する。 

 

（契約内容の変更） 

第３５条 甲は、必要があると認めた場合は、仕様、契約期間、作業期間等（以下「契約内

容」という。）を変更することができる。 

２．乙は、法令の変更または新技術の導入等により必要と判断した場合は、仕様等の変更に

ついて、甲に提案するものとし、甲は、その提案をうけ、契約内容の変更について検討する。 

３．前各項により、請負代金及び契約内容を変更する必要がある場合は、その変更について、

甲・乙協議して決定するものとする。 

４．前各項により、乙に損害を及ぼしたときは、乙の責による場合を除き、甲は、その損害

を賠償するものとし、その額については、甲・乙協議して決定する。 

５．乙は、天災地変、第９条に定める関連工事の調整への協力その他乙の責に帰すことがで

きない事由により作業期間内に工事を完了することができない場合は、遅滞なく甲に対し

てその理由を付した書面により、必要と認められる作業期間の変更を請求することができ

る。この場合、作業期間、請負代金及び契約内容の変更について、甲・乙協議して決定する。 

 

（物価変動等に基づく請負代金の変更） 

第３６条 物価変動等に基づく請負代金の変更は行わない。 
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（請負代金の支払） 

第３７条 請負代金は、第 2 条に定める単価をもとに、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

２ 乙は、各年度６月、９月、１２月、３月（以下、「出来高確認月」という。）に甲の検査

等出来高確認を受けるものとする。 

３ 甲は、前項により確認した出来高金額を出来高算定月の翌月末に乙の指定する口座へ

の振込みにより支払う。 

 

（瑕疵担保責任） 

第３８条 甲は、工事目的物に瑕疵があるときは、乙に対して、工事目的物の引渡しの日か

ら次に定める期間、その瑕疵の修補を請求しまたは修補に代え、もしくは修補とともに損害

の賠償を請求することができる。なお、引渡しの日とは、各工事の完了日のことをいう。 

 

（1）鉄骨造またはコンクリート造の建物、その他土地の工作物・・ ２年 

（2）前号以外のもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １年 

 

ただし、工事目的物の瑕疵が乙の故意または重大な過失によって生じたものであるときは、

前号（1）の２年を１０年、（2）の１年を５年とする。 

２．前項に定めた期間内に瑕疵が発見された場合及びその瑕疵によって当該工事目的物が

損傷した場合、乙は、当該瑕疵・当該損傷について無償で修補しなければならない。 

ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を

請求することができない。 

３．前項の修補によっては解消しえない損害を甲が受けた場合は、乙がその損害を賠償する

ものとし、その額については、甲・乙協議して決定する。 

４．甲は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第１項の規定にかか

わらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該瑕疵の修補または損害賠償の請求をする

ことはできない。ただし、乙がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。 

５．甲は、工事目的物が第１項の瑕疵により滅失またはき損したときは、第１項の定める期

間内で、かつ、その滅失またはき損の日から６か月以内に、第１項の権利を行使しなければ

ならない。 

６．第２項に基づき、修補を行った場合は、当該部分の瑕疵担保期間は、その修補が完了し

た時点から起算し、第１項の期間を準用する。 

７．工事目的物の瑕疵が社給品の品質または甲の指示による場合は、第１項は適用しない。 

ただし、乙がその社給品の品質または指示の不適当であることを知りながら、これを甲に報

告しなかった場合は、この限りでない。 

 

（甲及び第三者に対する損害） 

第３９条 乙は、工事の施工について甲に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しな

ければならない。ただし、その損害のうち、明らかに甲の責に帰すべき理由により生じたも
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のについては、甲が負担する。 

２．乙は、工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなけ

ればならない。ただし、その損害のうち、明らかに甲の責に帰すべき理由により生じたもの

については、甲が負担する。 

３．前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音・振動・地

盤沈下・地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担

しなければならない。ただし、その損害のうち、工事の施工につき乙が善良な管理者の注意

義務を怠ったことにより生じたものについては乙が負担する。 

４．前３項の場合、その他工事の施工について第三者との間に紛争が生じた場合においては、

甲・乙協力してその処理解決にあたるものとする。 

 

（危険負担） 

第４０条 工事目的物の引渡完了前に、その工事目的物または乙の管理する建設機械器具、

仮設備等について、破損・滅失、その他の損害（次条に定める損害は除く。）が生じた場合

は、乙がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち、甲の責に帰すべき

理由により生じたものについては、甲が負担する。 

 

（天災地変その他不可抗力による損害） 

第４１条 天災地変その他不可抗力により工事目的物、現場搬入の建設機械器具、または仮

設備等に重大な損害を受けた場合、その損害について甲・乙協議して決定するものとする。

ただし、乙が適切な処置を施さず、または明らかに注意を怠ったことにより損害が発生した

と認められる場合は、乙が負担する。 

 

（契約の解除） 

第４２条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、相当の期間をもって催告のうえ、契約の

全部または一部を解除することができる。ただし、第４号ないし第８号に該当する場合は、

催告その他の手続を要せず、契約の全部または一部を解除することができる。 

（1）乙が正当な理由なく工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しない場合 

（2）乙の責に帰すべき理由により、契約期間内に完了する見込みがない場合 

（3）乙が正当な理由なく工事を中止、停止または放棄した場合 

（4）乙の資格に異動が生じ、工事を続行する能力がないと認められる場合または破産等の

おそれがある場合 

（5）乙が監督官庁から営業の停止等の処分を受けた場合 

（6）乙が解散の決議をした場合 

（7）乙が第三者からの仮差押え、仮処分または強制執行等の申立てがあった場合、あるい

は処分を受けた場合 

（8）乙について破産・民事再生もしくは会社更生の申立てまたは金融機関の取引停止の処

分がなされた場合 

（9）前各号のほか、乙が契約の各条項を遵守せずまたはこれに違反し、もしくは誠実に契
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約を履行する意志がないと認められる場合 

 

（契約解除の場合の取扱い） 

第４３条 前条により契約が解除された場合は、次のとおり取扱う。 

（1）乙は、工事用諸設備等のうち、甲が工事施工上必要と認めたものは、これを甲に引渡

さなければならない。 

（2）乙は、工事の既成部分を現状のまま甲に引渡すとともに工事現場に残存する乙の材料

のうち甲が必要と認めたものは、これを甲に引渡さなければならない。 

（3）前各号の場合の対価は、契約単価によるものとし、これによりがたいものは、甲・乙

協議のうえ決定した価格による。 

（4）第１号及び第２号の場合、乙は、その引渡しを拒むことはできないものとし、甲は、

当該物件の引渡完了後その対価を乙に支払わなければならない。この場合 

において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、既成部分を最

小限度破壊して検査することができる。この場合、検査及び復旧に直接要する費用は乙の負

担とする。また、出来高払の場合は、出来高に対する既支払額をもってその対価の支払に充

当することとし、これに不足がある場合、甲は、追加払いをし、余剰がある場合、乙は、こ

れを甲に返還しなければならない。 

（5）乙は、貸与品及び未使用の社給品を甲に返還するとともに、速やかに工事現場を明渡

さなければならない。 

（6）乙が正当な理由なく、甲の指定した期日までに引渡し、返還及び明渡しをしない場合

は、乙の負担において甲が処理することができる。 

２．前条により契約を解除した場合、乙は違約金として、請負代金（消費税及び地方消費税

相当額を含む。）の１０分の１に相当する金額を解除者に支払わなければならない。 

ただし、甲が違約金によって補てんができない損害を受けた場合は、その損害額につい 

て、甲・乙協議のうえ、乙がその損害を賠償する。 

 

（反社会的勢力への対応） 

第４４条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、催告することなく契約を解除するこ

とができるものとする。 

（1）乙またはその役員、責任者もしくは実質的に経営権を有する者（以下「その役員等」

という。）が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力（以下「反

社会的勢力」という。）である場合 

（2）乙またはその役員等が、反社会的勢力との間に、社会的に非難されるべき関係を有し

ていると認められる場合 

（3）乙の下請負人もしくはその役員等（下請負が数次にわたる場合は、そのすべての下請

負人もしくはその役員等を含む。以下同じ。）または甲との契約履行のために乙もしくはそ

の下請負人が使用する者が、反社会的勢力である場合または反社会的勢力との間に社会的

に非難されるべき関係を有していると認められる 

場合で、乙が、当該下請負人との関係を速やかに遮断しまたは当該乙もしくはその下請負人
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が使用する者を甲との契約履行から速やかに排除するなど、適切な対応ができないとき 

２．乙の下請負人もしくはその役員等または甲との契約履行のために乙もしくはその下請

負人が使用する者が、前項第３号に該当することが判明した場合、乙は甲に速やかに報告す

るものとする。 

３．甲が第１項により契約を解除した場合、乙に損害が生じても、甲はこれを一切賠償する

責を負わない。 

 

（談合等の不正行為に伴う違約金） 

第４５条  乙が次の各号のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、請負金額

（本契約締結後、請負金額の変更があった場合には、変更後の請負金額）の１０分の１に相

当する金額を違約金として甲の指定する期日までに支払わなければならない。 

（1）本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独 

占禁止法」という）第３条又は第８条第１項第１号の規定に違反したことにより、以下のい

ずれかに該当することになったとき。 

イ．独占禁止法第４９条第１項に規定する排除措置命令が確定したとき 

ロ．独占禁止法第５０条第１項に規定する課徴金納付命令が確定したとき 

ハ．独占禁止法第６６条第４項の審決が決定したとき 

ニ．独占禁止法第７条の２第１８項又は第２１項の課徴金納付命令を命じない旨の通知が

あったとき 

（2）本契約に関し、乙の独占禁止法第８９条第１項又は第９５条第１項第１号に規定する

刑が確定したとき。 

（3）本契約に関し、乙（法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む）の刑法第９

６条の３又は第１９８条に規定する刑が確定したとき。 

 

２．前項に規定する場合において、乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、甲は、

乙の代表者であった者又はその構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。

この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなけれ

ばならない。 

３．乙の第１項に基づく違約金の支払は、甲の被った損害がこれを超過する場合における超

過部分の甲の損害賠償請求を妨げない。 

４．前三項の規定は、本契約業務の履行が完了した後においても適用する。 

 

（違約金等の支払） 

第４６条 甲または乙は、相手方に支払うべき違約金・賠償金を相手方の指定する期日まで

に支払わなければならない。 

２．甲は、乙に支払うべき請負代金（消費税及び地方消費税相当額を含む。）から前項の金

額を控除し、なお不足する場合は追加支払を求めることができる。 
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（特約条項） 

第４７条 甲及び乙は、必要に応じ契約条件と異なる条件により、契約を締結することがで

きる。 

２．前項による特約は、契約条件に優先するものとする。 

 

（疑義の解明） 

第４８条 契約条件の記載事項に疑義が生じた場合または契約条件に定めのない事項につ

いては、甲・乙協議して解決するものとする。 

 

（裁判管轄及び準拠法） 

第４９条 契約に関する訴訟については、広島地方裁判所（または簡易裁判所）を第一審の

専属的合意管轄裁判所とする。 

２．契約は、すべての点で日本国の法令に従って解釈され、法律上の効力が与えられるもの

とする。 

 

以  上 

 

 


